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宅地造成及び特定盛土等規制法に係る工事検査要領 

 

（趣旨） 

第１条 この工事検査要領は、宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和 36 年法律第 191 号。以下「法」と

いう。）、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令（昭和 37年政令第 16 号）及び宅地造成及び特定盛

土等規制法施行規則（昭和 37 年建設省令第 3号。以下「省令」という。）の規定に基づき実施する宅

地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の検査について、必要な事項を定めるものとする。 

（検査員） 

第２条 検査等を実施するため検査員を置く。検査員は、盛土対策課の技術職員とする。 

（検査の種類） 

第３条 本工事検査要領で定める検査（以下「検査等」という。）は、次の各号に掲げるものとする。 

(１） 法第 17 条第１項又は第 36 条第１項の規定に基づく完了検査（許可工事の一部が完了した場

合において、工事主の申請による一部完了検査を含む。） 

(２) 法第 17条第４項又は第 36 条第４項の規定に基づく確認 

(３) 法第 18条第１項又は第 37 条第１項の規定に基づく中間検査 

（検査等の対象） 

第４条 検査等の対象は、次の各号に掲げるものとする。 

 (１) 法第 12 条第１項又は第 30条第１項の規定により宮崎県知事の許可を受けたもの 

 (２) 法第 15 条第１項又は第 34条第１項の規定により宮崎県知事との協議が成立したもの 

 (３) 法第 15 条第２項又は第 34条第２項の規定により都市計画法の許可を受けたもの 

（検査等の方法及び内容） 

第５条 前条第１号及び第３号の検査等は次の各号のとおりとする。 

(１) 別表第１を用いて、申請内容と現地、写真及び品質証明書その他の工事関係書類との照合を行

い、施工状況、出来形及び品質を検査するものとする。 

(２) 工事主、工事施行者及び必要に応じて設計者の立会いの上で行うものとする。 

 (３) 写真の確認は、別表第２により行うものとする。 

(４) 第２号及び第３号に定めのない事項については、盛土対策課と工事主が別途協議の上、決定す

るものとする。 

２ 前条第２号の検査等は次の各号のとおりとする。 

(１) 検査等の方法及び内容については、盛土対策課と工事主が別途協議の上、決定するものとする。 

(２) 検査等の実施にあたっては、工事主等の立会いの上で行うものとする。 

（検査の報告） 

第６条 検査員は、検査等を実施したときは、速やかにその結果を検査調書（別記様式第１号）によ

り、盛土対策課長へ報告するものとする。 

（工事の指導助言） 

第７条 盛土対策課長は、前条の報告によりその工事が許可内容に適合していないと認めたときは、法

第 20 条第３項第２号、同項第３号、第 39 条第３項第２号又は同項第３号の規定に基づく監督処分を

する場合を除き、法第 17 条第１項、第 36条第１項、第 17 条第４項、第 36 条第４項、第 18条第１項

又は第 37条第１項の規定による申請を受理した日から 14 日以内に別記様式第２号により、指導助言

事項を通知するものとする。 

２ 前項の通知による工事が完了した際の検査等の申請については、法第17条第１項、第36条第１項、

第17条第４項、第36条第４項、第18条第１項又は第37条第１項の規定によるものとする。 

３ 検査員は、前項の申請の受理後、検査等を実施するものとする。 



 

 

４ 前項の検査等については、前２条までの規定を準用する。 

（検査済証等の交付） 

第８条 完了検査の結果、工事が法第 13 条第１項又は第 31条第１項の規定に適合していると認めた場

合においては、法第 17 条第１項又は第 36 条第１項の規定による申請を受理した日から 14日以内に

検査済証（省令別記様式第 10）を工事主に交付するものとする。 

２ 確認の結果、堆積されていた全ての土石が除却されたと認めた場合においては、法第 17 条第４項

又は第 36条第４項の規定による申請を受理した日から 14 日以内に確認済証（省令別記様式第 12）

を工事主に交付するものとする。 

３ 中間検査の結果、特定工程に係る工事が法第13条第１項又は第31条第１項の規定に適合していると

認めた場合においては、法第18条第１項又は第37条第１項の規定による申請を受理した日から14日以

内に中間検査合格証（省令別記様式第14）を工事主に交付するものとする。 

   附 則 

 この要領は、令和７年８月１日から施行する。 

   附 則 

 この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

 



番号 検査の種類 項目 内容

① 完了検査 位置 許可工事に係る位置が申請どおりであるか ・位置 良・否

② 完了検査 面積 許可工事に係る面積が申請どおりであるか ・面積 良・否

③
完了検査

確認
許可条件 適切に遵守されているか ・許可条件 良・否

④ 完了検査 盛土

・寸法、法面の勾配、締固め等が許可申請書類に基づき適切に実施されているか

（１）－１　盛土の品質において、県の品質管理基準（県と同等以上の基準含む）

　　　　　に基づき、現場密度による管理を行う場合

・最大乾燥密度の90%以上となっているか

（１）－２　盛土の品質において、県の品質管理基準（県と同等以上の基準含む）

　　　　　に基づき、現場密度による管理を行わない場合

・敷均し厚さ（まき出し厚さ）が、0.3ｍ以下であるか

（２）－１　許可申請書において、安定計算を要す盛土の場合

・安定計算で用いる所要の品質（盛土の単位体積重量（密度）、粘着力（Ｃ）、

　摩擦角度（φ）等の力学的特性）が確保されているか

【所定の品質を確認する手順】

①盛土材料で三軸圧縮試験等（その他直接法でも可）を行い、粘着力（Ｃ）、

　摩擦角度（φ）を確認

②現場にて試験転圧を行い、RI計器による土の密度試験、砂置換法、突き砂法、

　水置換法等により、盛土の密度を確認し、設計上の単位体積重量を満たしている

　か確認

③試験転圧で定めた施工仕様（締固め機種、転圧回数、敷均し厚（まき出し厚）等）

　通りに施工しているか確認

（２）－２　許可申請書において、安定計算を要しない盛土の場合

・許可申請書の土質と現場の土質が同一であるか

・寸法

・法面の勾配

・締固め

・敷均し（まき出し）

・盛土材の品質

良・否

良・否

良・否

良・否

良・否

⑤ 完了検査 盛土地盤

・原地盤の処理として、伐開除根、表土除去、段切りが適切に実施されているか

・盛土地盤が緩み、沈下又は崩壊が生じないよう締固め等の対策が講じられているか

・軟弱地盤等地盤条件が悪い場合は、地盤改良工事等の対策が講じられているか

・伐開除根

・表土除去

・段切り

・盛土地盤

・地盤改良

良・否

良・否

良・否

良・否

良・否

⑥ 完了検査 切土
・寸法、法面の勾配が許可申請書類に基づき適切に実施されているか

・切土面について、浮き石等、法面の安定に影響を及ぼす要因はないか

・寸法

・法面の勾配

・切土面の安定

良・否

良・否

良・否

⑦ 完了検査 切土地盤 ・想定地盤に対し、不良な地盤でないか ・切土地盤 良・否

⑧ 完了検査
鉄筋コンクリート

造等擁壁

・以下項目について、許可申請書に基づき適切に実施されているか

　　使用材料、寸法、勾配、根入れ、目地、止水板、鉄筋、隅角部の補強、

　　埋戻し、水抜き穴の使用材料、寸法、数量、配置等

　　※目詰まりの有無等についても確認

・変状（はらみ・沈下・クラック等）、破損はないか

　※検査員が必要と認めた場合には、注水試験又はテストハンマーによる強度試験

　　を行う。

・コンクリートは、所定の強度が得られているか

・現地で地盤支持力を確認し、許可申請書の地盤支持力に適合しているか

・使用材料

・寸法

・勾配

・根入れ

・目地

・止水板

・鉄筋

・隅角部の補強

・埋戻し

・水抜き穴の使用材料

・水抜き穴の寸法

・水抜き穴の数量

・水抜き穴の配置

・変状

・破損

・コンクリートの強度

・地盤支持力

良・否

良・否

良・否

良・否

良・否

良・否

良・否

良・否

良・否

良・否

良・否

良・否

良・否

良・否

良・否

良・否

良・否

別表第１（第５条関係）　検査項目

チェック欄



番号 検査の種類 項目 内容

⑨ 完了検査 練積み造擁壁

・以下項目について、許可申請書に基づき適切に実施されているか

　使用材料、寸法、勾配、根入れ、目地、埋戻し、透水層

（裏込め材）の使用材料、寸法、水抜き穴の使用材料、寸法、数量、配置等

　※目詰まりの有無等についても確認

・変状（はらみ・沈下・クラック等）、破損はないか

　※検査員が必要と認めた場合には、注水試験又はテストハンマーによる強度試験

　　を行う。

・コンクリートは、所定の強度が得られているか

・使用材料

・寸法

・勾配

・根入れ

・目地

・埋戻し

・透水層（裏込め材）

　の使用材料

・透水層（裏込め材）

　の寸法

・水抜き穴の使用材料

・水抜き穴の寸法

・水抜き穴の数量

・水抜き穴の配置

・変状

・破損

・コンクリートの強度

良・否

良・否

良・否

良・否

良・否

良・否

良・否

良・否

良・否

良・否

良・否

良・否

良・否

良・否

良・否

⑩ 完了検査 崖面崩壊防止施設

・以下項目について、許可申請書類に基づき適切に実施されているか

　使用材料、寸法、勾配、根入れ、透水層、埋戻し

・変状（はらみ・沈下・クラック等）、破損はないか

　※検査員が必要と認めた場合には、注水試験又はテストハンマーによる強度試験

　　を行う。

・使用材料

・寸法

・勾配

・根入れ

・透水層

・埋戻し

・変状

・破損

・コンクリートの強度

良・否

良・否

良・否

良・否

良・否

良・否

良・否

良・否

良・否

⑪ 完了検査 排水施設

（１）地下水排除工（基盤排水層）、盛土内排水層（水平排水層）、中央縦排水

・配置、使用材料、勾配、寸法等が許可申請書類に基づき適切に実施されているか

（２）法面排水（法面以外の側溝、管等含む）

・配置、使用材料、寸法、勾配、目地、周辺施設等との取付け・すりつけ

　状況、埋戻し等が許可申請書類に基づき適切に実施されているか

・変状、破損はないか

（１）基盤排水層等

・配置

・使用材料

・勾配

・寸法

（２）法面排水

・配置

・使用材料

・寸法

・勾配

・目地

・取付け・すりつけ

・埋戻し

・変状

・破損

良・否

良・否

良・否

良・否

良・否

良・否

良・否

良・否

良・否

良・否

良・否

良・否

良・否

⑫ 完了検査 法面保護

・使用材料、寸法等が許可申請書類に基づき適切に実施されているか

・法面の安定が図られているか

・変状（はらみ・クラック・侵食等）、破損はないか

・使用材料

・寸法

・法面の安定

・変状

・破損

良・否

良・否

良・否

良・否

良・否

⑬ 完了検査
崖面以外の

地表面の保護

・使用材料、寸法等が許可申請書類に基づき適切に実施されているか

・変状、破損はないか

・使用材料

・寸法

・変状

・破損

良・否

良・否

良・否

良・否

⑭ 完了検査 防災措置 

・開発事業等実施地区の周辺へ溢水等の被害が及ばないよう対策が講じられているか

（許可申請書で示した位置に排水を接続しているか　溢水はないか）

・調整池等の防災施設及び外周施設が許可申請書類に基づき適切に実施されているか

・溢水対策

・防災施設

・外周施設

良・否

良・否

良・否

⑮

完了検査

確認

中間検査

検査
工事主、施工業者、設計者等が、検査を行っているか

※工事主以外が検査を行った場合は、工事主が検査結果を確認していること
・検査 良・否

⑯ 確認 土石の堆積 堆積された全ての土石が適切に除去されているか ・土石の除去 良・否

⑰ 中間検査
暗渠排水管

（盛土工事）

・暗渠排水管の配置と規格は、許可申請書の機能を満足しているか

・暗渠排水管の集水管接続部は適切に処理されているか

・暗渠排水管の集水管端部の土砂流入防止措置は適切か

・現況地盤からの湧水は適切に処理されているか

・渓流や既設水路等の通過水流は適切に処理されているか

・配置、規格

・集水管接続部

・集水管端部

・湧水処理

・通過水流の処理

良・否

良・否

良・否

良・否

良・否

⑱ 中間検査
暗渠排水管

（切土工事）

・暗渠排水管の配置と規格は、許可申請書の機能を満足しているか

・暗渠排水管の集水管接続部は適切に処理されているか

・暗渠排水管の集水管端部の土砂流入防止措置は適切か

・湧水は適切に処理されているか

・溝掘りは適切に施工されているか

・配置、規格

・集水管接続部

・集水管端部

・湧水処理

・溝掘

良・否

良・否

良・否

良・否

良・否

チェック欄



対象 内容 状況 出来形 品質 備考

工事着手前 ○ － －

工事完了後 ○ － －

材料の規格寸法
工事完了後に見えなくなる材料の規格寸法

（品質証明書がある場合は、同一の製品か）
－ － ○

盛土材 － － ○

まき出し厚30cm以下（土質が変わるごと） ○ ○ －

転圧（土質が変わるごと） ○ － －

伐開除根 ○ － －

表土除去 ○ － －

段切り施工 － ○ －

盛土地盤 〇 － －

地盤改良工 ○ ○ －

切土 切土面（切土完了後かつ法面保護前） ○ － －

切土地盤 切土地盤（土質が変わるごと） ○ － －

床堀 － ○ －

埋戻し ○ － －

根入れ（上墨等で深さが判読できること。） － ○ －

基礎砕石等 － ○ －

底版配筋 － ○ －

縦壁配筋 － ○ －

躯体出来形寸法 － ○ －

隅角部補強 － ○ －

止水板 － ○ －

透水層 － ○ －

水抜き穴（不可視部の寸法） － ○ －

床堀 － ○ －

埋戻し ○ － －

根入れ（上墨等で深さが判読できること。） － ○ －

基礎砕石等 － ○ －

基礎コンクリート － ○ －

裏込コンクリートの厚さ － ○ －

止水コンクリート － ○ －

透水層（裏込め材） － ○ －

水抜き穴（不可視部の寸法） － ○ －

床堀 － ○ －

埋戻し ○ － －

根入れ（上墨等で深さが判読できること。） － ○ －

躯体出来形寸法 － ○ －

透水層 － ○ －

地下水排除工（基盤排水層） － ○ －

盛土内排水層（水平排水層） － ○ －

中央縦排水 － ○ －

排水工（暗渠等の不可視部） － ○ －

使用材料 － － ○

播種 ○ － －

不可視部の寸法 － ○ －

使用材料 － － ○

不可視部の寸法 － ○ －

防災措置 溢水対策、防災施設、外周施設 － ○ －

検査 工事主等による検査 ○ － －

排水施設

全景
（留意事項）

　台風、地震等により工事中の現

場が被災した際は、災害写真等を

撮影するものとする。

　構造物の写真撮影をするときは、

布テープ・箱尺等の測定器具を用

い、構造物の寸法が明確に読み取

れるようにする。

　また、写真は全体的な撮影と

し、局部的な写真のみを撮らない

よう注意する。

　なお、写真撮影をした箇所が明

示された平面図を添付する。

（撮影頻度）

　施工状況写真と品質管理状況写

真は、特に定めがない場合は、１

施工箇所ごとに1か所撮影するこ

と。

　出来形寸法写真は、特に定めが

ない場合は、概ね200ｍごととする

こと。なお、200m未満の場合は１

施工箇所ごとに最低１か所とするこ

と。

盛土材料が所定の品質を確保して

いるか否かの各種試験状況

（土質が変わるごと）

－ － ○

崖面崩壊防止施設

法面保護

崖面以外の

地表面の保護

鉄筋コンクリート

造等擁壁

盛土地盤

盛土

別表第２（第５条関係）　工事記録写真

練積み造擁壁



 

 

別記 

様式第１号（第６条関係） 検査調書 

許 可 番 号  許 可 年 月 日  年  月  日 

土地の所在地及び地番  

工 事 主 氏 名  

設 計 者 氏 名  

工 事 施 行 者 氏 名  

工 事 着 手 年 月 日  年  月  日 工 事 完 了 年 月 日  年  月  日 

検 査 の 種 類 完了検査 ・ 一部完了検査 ・ 確認 ・ 中間検査（ 回目） 

検 査 等 年 月 日 年  月  日 適 否 適 ・ 否 

検 査 員  

検 査 立 会 人 氏 名 【工事主】 

【工事主代理人】 

【設計者】 

【工事施行者】 

【盛土対策課】 

指 導 助 言 事 項  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備 考  

 



様式第２号（第７条関係） 

２９８００－      

  年  月  日  

 様（殿） 

 

宮崎県環境森林部、農政水産部及び県土整備部共管  

盛土対策課長  

（公印省略）  

 

宅地造成及び特定盛土等規制法に関する工事の指導助言について 

（通知） 

 

年 月 日に検査等を行った下記の工事については、別紙のとおり指導助言事項があ

りますので、通知します。 

なお、指導助言による工事が完了したときは、工事が完了した日から４日以内に、再度

検査等の申請を行ってください。 

 

記 

 

１ 許可番号 

  シレイ２９８００－ 

 

２ 許可年月日 

   年 月 日 

 

３ 指導助言事項 

  別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

担 当   

電 話   

e-mail   



 

 

様式第２号（第７条関係） 別紙 

許 可 番 号  許 可 年 月 日  年  月  日 

土地の所在地及び地番  

工 事 主 氏 名  

設 計 者 氏 名  

工 事 施 行 者 氏 名  

工 事 着 手 年 月 日  年  月  日 工 事 完 了 年 月 日  年  月  日 

検 査 の 種 類 完了検査 ・ 一部完了検査 ・ 確認 ・ 中間検査（ 回目） 

検 査 等 年 月 日 年  月  日 適 否 適 ・ 否 

検 査 員  

検 査 立 会 人 氏 名 【工事主】 

【工事主代理人】 

【設計者】 

【工事施行者】 

【盛土対策課】 

指 導 助 言 事 項  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備 考  

 


